
在宅サービスを利用
（地域密着型サービスも含む）

▶P12
居宅介護支援事業者と契
約して、ケアプランの作
成を依頼します。
区役所地域福祉課には「居宅
サービス計画作成依頼届出書」
を提出します。

●介護予防サービスとサービス・活動事業は組み
合わせて利用できます。

※堺市から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者に限ります。
　サービス・活動事業のみ利用する場合は、地域包括支援センターに依頼します。

ケアプランの原案が
調整され、利用者の
承認を得てケアプラ
ンが完成します。

介護保険施設の事業者に
入所を申し込んで契約し、
ケアプランの作成を依頼
します。

地域包括支援センターま
たは居宅介護支援事業者※
と契約して、介護予防ケア
プラン作成を依頼します。
区役所地域福祉課には「介護予
防サービス計画作成依頼届出
書」を提出します。

サービス事業者を選びましょう

　住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者
向け住宅にご入居を検討されている、もしくは、
現在ご入居されている方が、高齢者向け住まい
で介護保険サービスをご利用になる場合に確認
いただきたいポイントをまとめています。

　利用するサービスが決まったら、サービス事業者を探しましょう。事業者を選ぶときに
はケアマネジャーに相談してアドバイスをもらいましょう。事業者のホームページを閲覧
したり、実際に見学に行ったりすることもできます。

でサービス事業者を検索してみましょう。

条件を比較・検討してサービス事業者を探せます！

介護サービス情報公表システム（https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp）

 ケアプランとは、どんなサービスを、いつ、どのくらい利用するのが最適かを決めた
計画書のことで、このケアプランに基づいた介護保険のサービスを利用します。

介護予防サービスを利用
（地域密着型介護予防サービスも含む）

検 索

ケアプランの原案が
調整され、利用者の
承認を得てケアプラ
ンが完成します。

介護予防ケアプラン
の原案が調整され、
利用者の承認を得て
介護予防ケアプラン
が完成します。

居宅介護支援事業者

介護保険施設

地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者※

利用する訪問介
護、通所介護な
どのサービス事
業者と契約

サービス事業者
と契約

利用するサービ
スによっては事
業者と契約

要
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護
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〜
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ケアプランの作成 ●ケアプランの作成に利用者負担はありません。
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▶P12

サービス・活動事業
　　　　　　　　　　　を利用 ▶P24

施設サービスを利用
（地域密着型サービスも含む） ▶P21

居宅介護支援事業者とは
　ケアマネジャー（▶P4）が在籍する事業者で、ケアプラン作成の窓口、
要介護認定の申請代行、サービス事業者との連絡や調整などを行っています。

❸

❸

❸

●小規模多機能型居宅介護など一部のサービスは、サービス
事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。

要
支
援
1
・
2

厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索サイト

ケアマネジャーを中
心に、利用者や家
族、介護施設の職員
などが話し合います
（サービス担当者会
議）。

ケアマネジャーを中
心に、利用者や家
族、サービス事業者
などが話し合います
（サービス担当者会
議）。

担当者を中心に、利
用者や家族、サービ
ス事業者などが話し
合います（サービス
担当者会議）。

❷

❷

❷

介護保険施設のケア
マネジャーが利用者
や家族と話し合い、
利用者が抱える課題
を分析してケアプラ
ン原案を作成します。

ケアマネジャーが利
用者や家族と話し合
い、利用者が抱える
課題を分析してケア
プラン原案を作成し
ます。

担当者が利用者や家
族と話し合い、利用
者が抱える課題を分
析して介護予防ケア
プラン原案を作成し
ます。

❶

❶

❶

<サービスを利用する前に>

▲厚生労働省の
ホームページ

入居者・入居検討中の方・
ご家族向け啓発資料 ▶

高齢者向け住まいでの介護保険サービス
利用にあたって確認したいポイント
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